
〔1〕 

 

 

新
保
険
証
は
簡
易
書
留
で 

新
し
い
保
険
証
は
、
世
帯
主
様
宛
て
に
、

同
一
世
帯
の
加
入
者
全
員
分
を
同
封
し
、
簡

易
書
留
郵
便
で
発
送
し
ま
す
。
同
一
世
帯
で

も
、
資
格
証
明
書
交
付
世
帯
の
大
人
と
高
校

生
世
代
以
下
の
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
封
筒
と

な
り
ま
す
。 

保
険
証
を
受
け
取
り
ま
し
た
ら
、
加
入
者

全
員
分
が
届
い
て
い
る
か
、
氏
名
、
住
所
、

生
年
月
日
な
ど
の
記
載
内
容
の
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。 

な
お
、
現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
有
効
期

限
経
過
後
に
、
国
保
年
金
課
、
関
宿
支
所
も

し
く
は
各
出
張
所
に
返
還
い
た
だ
く
か
、
細

か
く
裁
断
す
る
な
ど
し
て
自
己
責
任
に
お
い

て
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。 

新
し
い
保
険
証
は
、
６
月
12
日
現
在
の
国

保
加
入
状
況
に
よ
り
作
成
し
て
い
ま
す
。
６

月
15
日
以
降
に
、
資
格
喪
失
届
出
を
し
た
方

や
、
住
民
票
の
異
動
届
（
転
出
・
転
居
等
）

を
提
出
さ
れ
た
方
に
も
、
届
出
前
の
内
容
で

保
険
証
を
郵
送
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

該
当
す
る
方
は
、
国
保
年
金
課
、
関
宿
支

所
も
し
く
は
各
出
張
所
で
保
険
証
の
返
還
や

更
新
を
お
願
い
し
ま
す
。 

  

配
達
時
不
在
の
場
合
は 

配
達
時
に
不
在
で
、
郵
便
局
か
ら
、
「
不

在
連
絡
票
」
が
投
函
さ
れ
て
い
た
場
合
は
、

必
ず
保
管
期
間
内
に
再
配
達
の
連
絡
を
す
る

か
、
郵
便
局
の
窓
口
で
運
転
免
許
証
・
保
険

証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
を
お
持

ち
の
上
、
お
早
め
に
お
受
け
取
り
く
だ
さ

い
。 保

管
期
間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、

国
保
年
金
課
ま
で
お
電
話
に
て
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。 

【
郵
便
局
か
ら
の
お
願
い
】 

※
「
不
在
連
絡
票
」
配
付
に
よ
り
、
郵
便
局

へ
の
問
合
せ
の
電
話
が
集
中
し
、
繋
が
り
に

く
い
場
合
が
有
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
方
法
を
ご
活
用
い
た

だ
く
か
、
電
話
の
場
合
は
、
音
声
自
動
案
内

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
郵
便
局
の
窓
口
へ
直
接
受
け
取
り

に
行
く
場
合
は
、
駐
車
場
台
数
に
限
り
が
あ

り
ま
す
の
で
、
公
共
交
通
機
関
等
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。 
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すこやか笑顔と健康を守る 

新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す 

市
役
所
の
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
の
不
審
電

話
が
多
発
し
て
い
ま
す
。 

 

内
容
は
、「
以
前
、
お
知
ら
せ
し
た
医
療
費
の

還
付
手
続
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
よ
う
で
す
ね
。

今
日
が
締
め
切
り
で
す
。
急
ぐ
の
で
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
を

使
っ
て
返
金
し
ま
す
。
」
な
ど
と
電
話
で
話
し
、

Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、返
金
を
装
っ
て
反
対
に
お
金

を
振
り
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。 

●
取
引
金
融
機
関
・
口
座
番
号
・
暗
証
番
号
な
ど 

 

の
個
人
情
報
を
教
え
な
い
。 

●
相
手
の
名
前
、
所
属
、
電
話
番
号
を
聞
く
。 

●
教
え
ら
れ
た
電
話
番
号
に
電
話
し
な
い
。 

 

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
求
め
る
電
話
は
「
詐
欺
」
と 

 

考
え
、
要
求
に
従
わ
ず
に
、
す
ぐ
に
左
記
へ
ご 

 

相
談
く
だ
さ
い
。 

○
野
田
警
察
署
☎
７
１
２
５-
０
１
１
０ 

○
電
話
de
詐
欺
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

 
 
 
 
 
 

☎
０
１
２
０-

４
９
４-
５
０
６ 

現
在
お
使
い
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
令
和
２
年
７
月
31
日
と
な
っ
て
い

ま
す
。
８
月
１
日
以
降
に
お
使
い
い
た
だ
く
新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
中
旬
か

ら
順
次
「
簡
易
書
留
郵
便
」
で
世
帯
主
様
宛
て
に
お
送
り
し
ま
す
。 
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納
入
通
知
書
は
世
帯
主
に 

国
保
は
、
一
人
一
人
が
被
保
険
者
で
す

が
加
入
は
世
帯
ご
と
に
な
る
た
め
、
世
帯

主
が
納
付
義
務
者
と
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
世
帯
主
が
会
社
等
の
健
康
保
険

に
加
入
し
て
お
り
、
国
保
に
加
入
し
て
い

な
い
場
合
で
も
、
同
一
世
帯
の
中
に
一
人

で
も
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
が
い
れ

ば
、
世
帯
主
が
納
付
義
務
者
と
な
り
ま

す
。 

 

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で 

 
 

 

国
保
料
を
納
付
で
き
ま
す 

納
入
通
知
書
と
と
も
に
お
送
り
す
る
納

付
書
は
１
枚
ず
つ
分
か
れ
て
い
ま
す
。
納

付
の
際
は
、
納
期
や
金
額
、
期
別
を
よ
く

ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

国
保
料
も
、
市
税
同
様
、
休
日
、
夜
間

を
問
わ
ず
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
で
納
付
で
き
ま

す
。 た

だ
し
、
納
期
限
を
過
ぎ
た
納
付
書
は

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
、
郵
便
局
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
な
ど
で

は
取
扱
い
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。 

な
お
、
領
収
証
書
は
納
入
通
知
書
と
一

緒
に
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
を 

国
保
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に

病
院
な
ど
で
安
心
し
て
診
療
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
、
加
入
者
が
国
保
料
を
負
担
し
合

い
、
お
互
い
に
助
け
合
う
制
度
で
す
。 

国
保
料
の
収
納
率
の
低
下
が
続
く
と
、

さ
ら
な
る
収
入
不
足
に
つ
な
が
り
料
率
等

を
引
き
上
げ
る
要
因
と
な
り
ま
す
。 

み
な
さ
ん
の
納
め
る
国
保
料
は
、
国
・

県
か
ら
の
負
担
金
と
と
も
に
国
保
制
度
を

支
え
る
大
切
な
財
源
と
な
り
ま
す
。
必
ず

納
期
内
に
納
付
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

国
保
料
の
納
付
は 

 
 
 
 

便
利
な
口
座
振
替
で
!! 

 

納
付
書
に
よ
る
納
付
で
は
、
納
期
の
た
び

に
銀
行
等
へ
行
く
手
間
が
か
か
る
こ
と
や
、

う
っ
か
り
納
め
忘
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
市
で
は
口
座
振
替
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。 

【
口
座
振
替
の
申
込
方
法
】 

 
 

預
貯
金
通
帳
と
届
出
印
を
ご
持
参
の

上
、
金
融
機
関
本
支
店
又
は
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
の
窓
口
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

（
市
外
店
舗
で
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、

収
税
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
） 

※
申
込
み
の
際
の
注
意
事
項 

・
納
付
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。 

・
口
座
振
替
は
廃
止
の
届
出
を
し
な
い
限
り

次
年
度
以
降
も
継
続
さ
れ
ま
す
。 

非
自
発
的
な
理
由
で
失
業
さ
れ
た
と
き 

 
 

 

企
業
の
倒
産
・
解
雇
な
ど
非
自
発
的

な
理
由
で
失
業
さ
れ
た
方
は
、
国
民
健

康
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

 

■
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

次
の
①
～
③
す
べ
て
に
該
当
と
な
る

方
は
、
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
）
で
交
付
さ
れ
た
「
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
」
を
持
参
の
う
え
、
国

保
年
金
課
へ
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

①
離
職
時
の
年
齢
が
65
歳
未
満
。 

②
離
職
年
月
日
が
平
成
21
年
３
月
31

日
以
降
。 

③
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
に
記
載
さ

れ
た
離
職
理
由
が
次
の
い
ず
れ
か
の

番
号
で
あ
る
。 

「
11
・
12
・
21
・
22
・
23
・
31
・

32
・
33
・
34
」 

 

◎
軽
減
期
間 

離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
、

離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年

度
末
ま
で 

◎
軽
減
内
容 

 

前
年
中
の
給
与
所
得
を
本
来
の
額
の

３
割
と
み
な
し
て
国
民
健
康
保
険
料
を

計
算
し
ま
す
（
高
額
療
養
費
等
の
負
担

区
分
の
判
定
も
同
様
に
行
わ
れ
ま
す
） 

 

納
入
通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た 
６
月
15
日 

令
和
２
年
度
の
保
険
料
の
算
定
方
法 

令和２年度の国保料率等 

区 分 医療保険分 支援金分 介護保険分 

所得割 5.55％ 2.82％ 2.36％ 

均等割額 9,000円 11,600円 12,600円 

平等割額 24,600円 なし なし 

課税限度額 63万円 19万円 17万円 

※介護保険分は40歳以上65歳未満の方が対象 

 

国
民
健
康
保
険
料
は
、
加
入
者
の
医
療

に
充
て
る
医
療
保
険
分
と
、
後
期
高
齢
者

医
療
を
支
え
る
支
援
金
分
、
加
入
者
の
う

ち
介
護
２
号
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料
に

あ
た
る
介
護
保
険
分
の
合
計
に
よ
り
計
算

さ
れ
ま
す
。 
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所得による軽減基準 

軽減 

割合 
軽減基準 

７割 33万円以下 

５割 
33万円＋（28万5千円× 

被保険者の数）以下 

２割 
33万円＋（52万円× 

被保険者の数）以下 

所
得
に
よ
る
軽
減 

国
民
健
康
保
険
加
入
者
、
世
帯
主

（
国
民
健
康
保
険
未
加
入
の
場
合
を
含

む
）
の
令
和
元
年
分
の
合
計
所
得
が
一

定
以
下
の
場
合
、
国
民
健
康
保
険
料
の

均
等
割
と
平
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。 

■
所
得
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。 

令
和
元
年
分
の
所
得
申
告
（
市
民
税

申
告
等
）
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
こ

の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
所
得
が
な

い
方
、
少
な
い
方
も
必
ず

申
告
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
改
正
に

あ
わ
せ
、
市
で
も
国
民
健
康
保
険
条
例

の
変
更
を
行
い
、
所
得
の
算
定
に
つ
い

て
、
５
割
軽
減
の
対
象
と
な
る
被
保
険

者
の
数
に
か
け
る
金
額
を
28
万
円
か
ら

28
万
５
千
円
に
引
き
上
げ
、
２
割
軽
減

の
対
象
と
な
る
被
保
険
者
の
数
に
か
け

る
金
額
を
51
万
円
か
ら
52
万
円
に
引

き
上
げ
ま
し
た
。 

       

国
保
料
（
税
）
を
滞
納
す
る
と 

。 

   

他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
の
に 

 
 

 

保
険
証
が
届
い
た
と
き 

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
（
被

扶
養
者
を
含
む
）
場
合
に
は
、
ご
自
身

で
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
手
続
き
を

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
自

動
的
に
切
り
替
わ
ら
な
い
の
で
忘
れ
ず

に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
さ
れ

た
方
は
、
職
場
か
ら
交
付
さ
れ
た
保
険

証
（
被
扶
養
者
分
を
含
む
）
と
国
民
健

康
保
険
の
保
険
証
を
持
参
の
上
、
速
や

か
に
国
保
年
金
課
、
関
宿
支
所
も
し
く

は
各
出
張
所
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。 国

民
健
康
保
険
喪
失
手
続
を
忘
れ
て

し
ま
い
、
国
民
健
康
保
険
で
診
療
な
ど

を
受
け
る
と
、
国
民
健
康
保
険
が
負
担

し
た
医
療
費
を
全
額
返
還
し
て
も
ら
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

（
返
還
後
、
ご
自
身
で
加
入
さ
れ
て

い
る
保
険
組
合
に
、
請
求
を
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
） 

  ◎
国
民
健
康
保
険
喪
失
に
必
要
な
も
の 

①
職
場
の
健
康
保
険
証 

②
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証 

 

（
①
、
②
と
も
に
加
入
者
全
員
分
） 

③
本
人
確
認
で
き
る
も
の 

④
個
人
番
号
の
分
か
る
も
の 

  

国
民
健
康
保
険
の
加
入
の 

 
 

 
 

 

届
出
は
お
早
め
に 

  

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
や
め
た
と 

き
は
、
退
職
日
の
翌
日
か
ら
国
民
健
康 

保
険
に
加
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

届
出
が
遅
れ
る
と
、
国
民
健
康
保
険

料
（
税
）
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ

と
に
な
っ
た
り
、
そ
の
間
に
か
か
っ
た

医
療
費
が
全
額
負
担
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

手

続

は

速

や

か

に
、
国
保
年
金
課
、

関
宿
支
所
も
し
く
は

各
出
張
所
に
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。 

     

◎
国
民
健
康
保
険
加
入
に
必
要
な
も

の □
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
日
付

の
わ
か
る
も
の 

【
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
、
退

職
証
明
書
、
離
職
票
な
ど
】 

□
年
金
手
帳
（
60
歳
未
満
の
方
） 

□
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の 

□
代
理
人
手
続
き
の
場
合
は
委
任
状 

□
個
人
番
号
の
わ
か
る
も
の 

   



〔4〕 

 

 
 

限
度
額
認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て 

 

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
や
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
、
（
以

下
認
定
証
）
の
有
効
期
間
は
、
令
和
２
年

７
月
31
日
ま
で
で
す
。
８
月
以
降
も
認

定
証
の
必
要
な
方
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。
保
険
料
等
に
未
納
が
あ
る
、
所
得
が

不
明
等
の
場
合
、
認
定
証
が
交
付
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

【
必
要
書
類
】 

□
被
保
険
者
証
（
交
付
を
受
け
る
方
） 

□
本
人
確
認
書
類
（
窓
口
に
来
ら
れ
る

方
） 

□
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
が
分
か

る
も
の
（
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
と
交
付
を

受
け
る
方
） 

□
委
任
状
（
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
） 

   

【
保
健
事
業
の
お
知
ら
せ
】 

 

皆
さ
ま
の
健
康
増
進
、
疾
病
予
防
、
疾

病
の
早
期
発
見
の
た
め
、
次
の
事
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。 

 

●
人
間
ド
ッ
ク
検
査
費
用
の
一
部
助
成 

要
件
：
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方 

①
申
請
日
に
野
田
市
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
、
請
求
時
に
継
続
し
て
被
保
険
者

で
あ
る
方 

②
年
度
当
初
に
18
歳
以
上
の
方 

③
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）
に
未
納
が
な

い
世
帯
に
属
す
る
方 

④
検
査
結
果
数
値
を
特
定
健
康
診
査
等
に

利
用
す
る
こ
と
に
同
意
で
き
る
方 

助
成
額
：
人
間
ド
ッ
ク
受
検
費
用
の 

１
／
２
（
上
限
２
万
５
千
円
） 

申
請
方
法
：
受
検
前
に
、
人
間
ド
ッ
ク
費

用
の
お
お
よ
そ
の
金
額
及
び
受
検
医
療
機

関
名
、
受
検
日
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
、

印
鑑
と
国
民
健
康
保
険
証
を
持
参
し
、
国

保
年
金
課
又
は
支
所
・
出
張
所
に
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。 

●
若
者
健
康
診
査
（
無
料
） 

要
件
：
年
度
当
初
18
歳
以
上
で
、
特
定

健
康
診
査
該
当
年
齢
前
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者 

申
請
方
法
：
該
当
の
方
に
は
、
６
月
下
旬

に
受
診
券
を
お
送
り
し
ま
し
た
。 

●
は
り
、
き
ゅ
う
、
あ
ん
摩
等
施
設
利

用
助
成 

要
件
：
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方 

①
野
田
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て 

い
る
45
歳
以
上
の
方 

②
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け 

て
い
な
い
方 

助
成
額
：
１
回
千
円
（
ひ
と
月
当
た
り
助

成
券
２
枚
を
交
付
） 

対
象
施
術
所
：
野
田
市
が
指
定
す
る
市
内

及
び
市
外
の
施
術
所 

申
請
方
法
：
施
術
を
受
け
る
前
に
保
険
証

を
持
参
し
て
、
国
保
年
金
課
、
関
宿
支
所
、

各
出
張
所
に
て
申
請
を
し
、
助
成
券
を
受

け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。 

※
保
険
適
用
や
保
険
併
用
の
施
術
は
助
成

対
象
外
で
す
。 

   

特定健康診査を実施します！ 
生活習慣病は、自覚症状がなく進行することが多いため、早期発見の方法は自ら進んで健診などの検

査を受けるしかありません。野田市の国保に加入している40歳以上の方を対象として、生活習慣病の早

期発見を目的に特定健康診査を実施しています。日頃の生活習慣が検査結果に表れ、ご自分の健康状態

を知ることができますので、この機会にぜひ受診してください。 

 

無料 

受診費用は 

 
 野田市国保に加入している４０歳（令和２年度中に
４０歳になる方を含む）以上７５歳未満の方です。 

 対象者には、６月下旬に受診券を郵送しました。対

象者の方で受診券がお手元に届いていない方は、

保健センター又は関宿保健センターまでお問合せく

ださい。 

※受診日に被保険者の資格がない場合は、受診で

きません。 

対象者は 

 

市内指定医療機関(受診券に記載) 

実施場所は 

 
問診・計測・診察・血圧測定・血液生化学検査・肝機

能検査・血糖検査・尿検査 等 

健診内容は 

 

    保健センター   ☎7125-1188 

    関宿保健センター☎7198-5011 

問合せ先は 

 
 市内指定医療機関に、健診日や時間などを確認
の上、受診してください。予約が必要な場合がありま

す。今年度も集団健診を予定しております。日程な

どの詳細につきましては、受診券やホームページに

掲載予定です。 

受診方法は 

 
７月１日から１１月３０日まで 

 

※新型コロナウィルス感染症の状況に応じて、変更

となる場合があります。 

受診期間は 


